
城南衛生管理組合随意契約について、下記のとおり公表する。 

 

事 業 名 晶析缶回転コイル取替緊急修繕 所管課 折居清掃工場 

 

種別及び概要 
晶析缶内に設置されている回転コイルの腐食により、運転の継続が

不可能であり、排水処理工程に重大な支障が生じるため 

 

随意契約理由 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第 2号に該当 

 

契約の相手方 

      住  所   大阪市住之江区南港北１丁目 7-89 

      名  称   日立造船（株） 

      代表者名   取締役社長 谷所 敬 

契約金額         3，088，800 円 
（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 228，800 円） 

契約種別         修繕業務契約 

履行期間   自     平成 26 年 5 月 15 日 

       至     平成 26 年 6 月 30 日 

事業場所（納入場所）   折居清掃工場 

契 約 日         平成 26 年 5 月 15 日 

 

 


